
（仮訳） 

ロシア連邦大統領令 

 

居住者および外国人債権者に対する、額面価格が外国通貨で記載された国債という形でのロシア連邦の 

公的債務の履行に関する追加措置について 

 

 2022年３月５日付ロシア連邦大統領令第95号「若干の外国債権者に対する債務の暫定的な履行手順につ

いて」および2023年９月９日付ロシア連邦大統領令第665号「居住者および外国人債権者に対する、額面価

格が外国通貨で記載された国債という形でのロシア連邦の公的債務、ならびに外国有価証券に係わるその

他の債務の暫定的な履行手順について」に記載された措置に追加して、以下の通り決 定 す る： 

 １．額面価格が外国通貨で表記されたロシア連邦国債（以下、「ロシア連邦ユーロ債」）の差替えは、

ロシア連邦ユーロ債の保有者の意思表明にもとづき、以下の要求を踏まえて行われるものと定める： 

 a）ロシア連邦ユーロ債の差替えは、流通しているロシア連邦ユーロ債をロシア連邦財務省がその保有者

から入手し、入手したロシア連邦ユーロ債（以下、「差し替えられるロシア連邦ユーロ債」）を、2011年

12月７日付ロシア連邦法第414-FZ号「証券集中保管機関について」により証券集中保管機関とされるノン

バンク金融機関（以下、「証券集中保管機関」）に開設された自らの口座に振り込み、それと引き換えに

証券集中保管機関によってその権利の集中登録が行なわれる発行済みのロシア連邦ユーロ債（以下、「差

し替えるロシア連邦ユーロ債」）を引き渡すことによって行われる。外国国家、国際機関および外国の証

券保管機関による制限的措置のために、この条件でのロシア連邦ユーロ債の差替えが不可能である場合に

は、ロシア連邦ユーロ債の差替えは、差し替えられるロシア連邦ユーロ債の保有者がそれに係わる全ての

権利をロシア連邦財務省に引き渡し（譲渡し）、同保有者が、自らの権利を証明する、ロシア連邦財務省

がロシア連邦中央銀行と合意の上でそのリスト定める文書（以下、「証明文書」）を証券集中保管機関に

提出することによって行われる。 

 b）ロシア連邦ユーロ債の差替えは、ロシアの証券保管機関に開設されたロシア連邦ユーロ債の保有者の

証券口座に、差し替えるロシア連邦ユーロ債を振り込むことによって行われる。 

 c）差し替えるロシア連邦ユーロ債に係わる債券利回りの金額、その支払頻度、差し替えるロシア連邦ユ

ーロ債の償還期限および額面価格は、差し替えられるロシア連邦ユーロ債のこれら条件に一致しなければ

ならない。 

 ２．ロシア連邦財務省は、証券集中保管機関、ロシア連邦ユーロ債の保有者およびその他の当事者との

間でロシア連邦ユーロ債の差替えに必要な協定を締結することができる。 

 ３．ロシア連邦財務省との合意にもとづくロシア連邦中央銀行理事会の決定により、証券保管機関の以

下の活動に対する要求が定められる： 

 a）証券集中保管機関の証券口座を無償で開設、運用および閉鎖する； 

 b）ロシア連邦ユーロ債の差替えに係わる取引を行う； 

 c）他者のために活動する者の口座が証券保管機関に対して開設されている外国の証券保管機関に、実行

されたロシア連邦ユーロ債の差替えに関する情報、および差し替えられるロシア連邦ユーロ債の引き出し

に関する依頼書（命令書）を送る； 

 d）本令第４項にしたがって、差し替えるロシア連邦ユーロ債の別個の登録を行う。 
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 ４．証券保管機関は、本令の発効日以降においてロシア連邦ユーロ債の保有者が外国人債権者である場

合（ただし、2022年３月５日付ロシア連邦大統領令第95号「若干の外国債権者に対する債務の暫定的な履

行手順について」第12項「a」号および「b」号の要求を同時に満たしている者である場合を除く）において、

当該発効日以降に取得されたロシア連邦ユーロ債が差し替えられた結果として取得された、差し替えるロ

シア連邦ユーロ債を別個に登録する。以下の場合、別個の登録は行われない： 

 a）差し替えられるロシア連邦ユーロ債に係わる取引（オペレーション）の実行に対して、2022年３月１

日付ロシア連邦大統領令第81号「ロシア連邦の財政的安定保障のための経済的性格の追加暫定措置につい

て」または2023年３月３日付ロシア連邦大統領令第138号「有価証券取引に係わる経済的性格の追加暫定的

措置について」に定める許可が得られている； 

 b）差し替えられるロシア連邦ユーロ債が取引所取引において、または外国人債権者ではない、かつ差し

替えられるロシア連邦ユーロ債に対するその権利の登録がロシアの証券保管機関によって行われた、ロシ

ア連邦ユーロ債の所有者（受託者）から取得された。 

 ５．証券保管機関が本令第４項にしたがってその別個の登録を行う差し替えるロシア連邦ユーロ債につ

いての取引（オペレーション）で、当該のロシア連邦ユーロ債に対する所有権の移転、当該のロシア連邦

ユーロ債の信託管理への移行または質入れにつながるものは、ロシア連邦中央銀行が融資機関および非融

資金融機関である申請人に、またはロシア連邦における外国投資実施監督政府委員会が融資機関および非

融資金融機関ではない申請人に交付する許可書にもとづいて行われる。必要であれば、許可書にはこうし

た取引（オペレーション）の実施条件を含めることができる。 

 ６．証券集中保管機関は無償で以下を行うものとする： 

 a）ロシア連邦財務省がロシア連邦中央銀行と合意の上で定めた手順により、ロシア連邦ユーロ債保有者

リストを作成する。ロシア連邦ユーロ債保有者の同リストへの登載は、ロシア連邦ユーロ債保有者の証券

口座におけるロシア連邦ユーロ債のブロックにつながる同人の意思表明にもとづいて、またはしかるべき

形で作成され、ロシア連邦ユーロ債保有者によって証券集中保管機関に提出された証明文書にもとづいて

行われる； 

 b）本項「a」号にしたがって提出された証明文書を点検する。提出された文書の十全性および（または）

正確性について証券集中保管機関に根拠のある疑念が存在する場合、証券集中保管機関は当該ロシア連邦

ユーロ債の保有者をロシア連邦ユーロ債保有者リストに登載しない； 

 c）本令第１項「a」号にしたがってそれについての全ての権利がロシア連邦ユーロ債の保有者によってロ

シア連邦財務省に引き渡された（譲渡された）ロシア連邦ユーロ債のリストを管理する。 

 ７．差し替えられるロシア連邦ユーロ債に対する権利の集中登録（差し替えられるロシア連邦ユーロ債

の強制集中保管）が証券集中保管機関によって行われている場合、差し替えられるロシア連邦ユーロ債を

ロシア連邦財務省の口座に振り込むために、証券集中保管機関および（または）外国の名義上の保有者の

口座が開設されているその他のロシアの証券保管機関は、外国の名義上の保有者の依頼（指示）なしで、

差し替えられるロシア連邦ユーロ債の引き出しを行う。 

 ８．差し替えられなかったロシア連邦ユーロ債に係わる債務の履行は、2023年９月９日付ロシア連邦大

統領令第665号「居住者および外国人債権者に対する、額面価格が外国通貨で記載された国債という形での

ロシア連邦の公的債務、ならびに外国有価証券に係わるその他の債務の暫定的な履行手順について」に定

める手順にしたがって行うものとする。 

 ９．差し替えるロシア連邦ユーロ債に係わる債務の履行はS型口座を利用せずに行うものとする。 

 10．ロシア連邦財務省とロシア連邦ユーロ債の保有者との間での取引が本令にしたがって実施される際
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には、2022年３月１日付ロシア連邦大統領令第81号「ロシア連邦の財政的安定保障のための経済的性格の

追加暫定措置について」および2023年３月３日付ロシア連邦大統領令第138号「有価証券取引に係わる経済

的性格の追加暫定的措置について」に定める許可の取得は必要ない。 

 11．本令においては： 

 a）ロシア連邦ユーロ債の保有者とは、ロシア連邦ユーロ債の所有者またはロシア連邦ユーロ債に係わる

権利を行使する者を意味する； 

 b）外国の証券保管機関とは、その属人法にしたがい、有価証券に対する権利の登録および移転を行う権

利を有する外国機関を意味する； 

 c）外国債権者とは、ロシア連邦、ロシアの法人および自然人に対し非友好的行動を実行する外国国家と

関係を有する外国人（そうした外国人が当該国家の市民権を有する場合、登記場所、事業活動を行う主た

る場所または活動から利益を得ている主たる場所が当該国家である場合を含む）、または、その登記場所

（その登記場所がロシア連邦である場合を除く）もしくは事業活動を行う主たる場所がどこであるかを問

わない、そうした外国人の支配下にある者を意味する。 

 12．ロシア連邦財務省はロシア連邦中央銀行と合意の上、以下を行う： 

 a）ロシア連邦ユーロ債保有者リストへの登載のための証明文書のリストおよびロシア連邦ユーロ債の保

有者によるその提出期限を定める； 

 b）ロシア連邦ユーロ債の保有者との間でのロシア連邦ユーロ債の差替えに係わる取引を行う条件を定め

る； 

 13．ロシア連邦中央銀行理事会は本令の実施に必要な決定を採択する。 

 14．本令に定めるロシア連邦中央銀行理事会の決定は2002年７月10日付ロシア連邦法第86-FZ号「ロシア

連邦中央銀行（ロシア銀行）について」第７条にしたがって公表されるものとする。 

 15．公式の説明を行う権利を以下の通り付与する： 

 a）ロシア連邦中央銀行に－本令第３項および第４項の適用に係わる諸問題について； 

 b）ロシア連邦財務省に－本令の適用に係わるその他の諸問題について。 

 16．本令はそれが公布された日をもって発効する。 
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